
共通仕様書【業務委託編Ⅰ】 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

測量業務共

通仕様書 

 

【Ⅰ】-P11 

 

○テクリス

について「提

出」を「提示」

に改正 

 

第12条 提 出 書 類 

 
（中略） 
 
４．受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報シス

テム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」

を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日（以下、閉庁日という）を除き

10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き 10 日以内に、完了時は業務完了

後、閉庁日を除き 10 日以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなけれ

ばならない。 
また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調達される建設コ

ンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム（テク

リス） に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための

確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 
例：【低】○○○○業務 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提示

しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、閉庁日を除き 10 日間に満たない場合は、変更時

の提示を省略できるものとする。 
 

 

 

第12条 提 出 書 類 

 
（中略） 
 
４．受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報シス

テム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」

を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日（以下、閉庁日という）を除き

10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き 10 日以内に、完了時は業務完了

後、閉庁日を除き 10 日以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなけ

ればならない。 
また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調達される建設コ

ンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム（テクリ

ス） に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確

認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 
例：【低】○○○○業務 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提出

しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、閉庁日を除き 10 日間に満たない場合は、変更時

の提出を省略できるものとする。 
 

測量業務共

通仕様書 

 

【Ⅰ】-P17 

 

○守秘義務

の遵守にあ

たり、取り扱

う情報の具

体的な管理

手段を追加 

 

第32条 守 秘 義 務 

 
（中略） 
 
５．取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使

用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。 
６．受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発注者への

返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

 

（中略） 
 

 

第32条 守 秘 義 務 

 
（中略） 
 
５．取り扱う情報は、                                              当該業務のみに使

用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製    しないこと。 
６．受注者は、当該業務完了時に、                          発注者への

返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 
 

（中略） 
 

 

測量業務共

通仕様書 

 

【Ⅰ】-P20-1 

 

○暴力団員

等による不

当介入を受

けた場合の

措置を追加 

 

第 40 条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 

 

１．受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下

請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 
２．１．により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面によ

り発注者に報告すること。 
３．１．及び２．の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 
４．暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と

協議しなければならない。 
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共通仕様書【業務委託編Ⅰ】 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

発注者支援

業務共通仕

様書 

 

【Ⅰ】-P255 

 

○テクリス

について「提

出」を「提示」

に改正 

 

第1009条 提 出 書 類 

 
（中略） 
 
３．受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報シス

テム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」

を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日（以下、閉庁日という）を除き

10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き 10 日以内に、完了時は業務完了

後、閉庁日を除き 10 日以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなけれ

ばならない。 
また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調達される建設コン

サルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム（テクリス） 
に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお

願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 
例：【低】○○○○業務 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提示

しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、閉庁日を除き 10 日間に満たない場合は、変更時の

提示を省略できるものとする。 
 

 

第1009条 提 出 書 類 

 
（中略） 
 
３．受注者は、契約時又は変更時において、請負金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報シス

テム（テクリス）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」

を作成し、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日（以下、閉庁日という）を除き

10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き 10 日以内に、完了時は業務完了

後、閉庁日を除き 10 日以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなけ

ればならない。 
また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調達される建設コ

ンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報システム（テクリ

ス） に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確

認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 
例：【低】○○○○業務 

また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提出

しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、閉庁日を除き 10 日間に満たない場合は、変更時

の提出を省略できるものとする。 
 

発注者支援

業務共通仕

様書 

 

【Ⅰ】-P258 

 

○守秘義務

の遵守にあ

たり、取り扱

う情報の具

体的な管理

手段を追加 

 

 

第1022条 守 秘 義 務 

 
（中略） 
 
５．取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使

用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。 
６．受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発注者への

返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

 

（中略） 
 

 

第32条 守 秘 義 務 

 
（中略） 
 
５．取り扱う情報は、                                              当該業務のみに使

用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製    しないこと。 
６．受注者は、当該業務完了時に、                          発注者への

返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

 

（中略） 
 

発注者支援

業務共通仕

様書 

 

【Ⅰ】-P264 

 

○積算デー

タの保存先

に、指定フォ

ルダを追加 

 

第3002条 義 務 内 容 

 

（中略） 
 
４．積算データ入力（データリストの作成） 

(1) 受注者は、土木工事標準積算基準等の積算基準類及び第１項から第３項の結果を基に、補助入力システム

等へのデータ入力を行い、その結果を記録媒体（ＣＤ等）（積算システムを使用する場合、指定フォルダ）

に保存し提出するものとする。また、入力データリストは出力後確認チェックを行うものとする。 

(2) 監督員は補助入力システム等データ入力に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 

 

（中略） 
 

 

第3002条 義 務 内 容 

 

（中略） 
 
４．積算データ入力（データリストの作成） 

(1) 受注者は、土木工事標準積算基準等の積算基準類及び第１項から第３項の結果を基に、補助入力システム

等へのデータ入力を行い、その結果を記録媒体（ＣＤ等）                                           

に保存し提出するものとする。また、入力データリストは出力後確認チェックを行うものとする。 

(2) 監督員は補助入力システム等データ入力に必要な資料を受注者に貸与するものとする。 

 

（中略） 
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共通仕様書【業務委託編Ⅰ】 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

発注者支援

業務共通仕

様書 

 

【Ⅰ】-P265 

 

○誤字を修

正 

 

第3003条 留 意 事 項 

１．受注者は、業務を履行するにあたり、以下の事項についてもあわせて実施すること。 

(1) 設計成果品の内容把握 

発注者から貸与された設計成果品について、設計思想、留意事項及びその他必要事項を把握すること。 

(2) 関連工事の把握 

発注者より積算上密接に関連する工事の指示があった場合は、その積算に係る条件等を把握すること。 

(3) 新技術及び特許工法等の把握 

新技術（ＮＥＴＩＳ登録技術に限る）及び特許工法等（特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日

本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施工方法（工事材料を含む））が指定さ

れている場合は、作成する工事発注図面、又は特記仕様書（案）等に明示するとともに、その積算に係る

条件等を反映させること。 

（中略） 
 

 

第3003条 留 意 事 項 

１．受注者は、業務を履行するにあたり、以下の事項についてもあわせて実施すること。 

(1) 設計成果品の内容把握 

発注者から貸与された設計成果品について、設計思想、留意事項及びその他必要事項を把握すること。 

(2) 関連工事の把握 

発注者より積算上密接に関連する工事の指示があった場合は、その積算に係る条件等を把握すること。 

(3) 新技術及び特許公報等の把握 

新技術（ＮＥＴＩＳ登録技術に限る）及び特許工法等（特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他

日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施工方法（工事材料を含む））が指

定されている場合は、作成する工事発注図面、又は特記仕様書（案）等に明示するとともに、その積算

に係る条件等を反映させること。 

（中略） 
 

発注者支援

業務共通仕

様書 

 

【Ⅰ】-P265 

 

○積算デー

タの成果品

について、確

認方法を追

加 

 

第 3005 条 成果品 

成果品は以下のとおりとする。 

(1) 工事等の発注図面及び数量総括表（数量計算書） １式 

(2) 積算資料 １式 

(3) 積算データ（記録媒体；ＣＤ等）(積算システムを使用する場合、業務打合せ簿([Ⅱ編]様式-10)に

より確認) 

(4) 特記仕様書（案） 

(5) 打合せ記録簿 

(6) 引継事項記載書 

 

第 3005 条 成果品 

成果品は以下のとおりとする。 

(1) 工事等の発注図面及び数量総括表（数量計算書） １式 

(2) 積算資料 １式 

(3) 積算データ（記録媒体；ＣＤ等）                               

        

(4) 特記仕様書（案） 

(5) 打合せ記録簿 

(6) 引継事項記載書 

発注者支援

業務共通仕

様書 

 

【Ⅰ】 

-P266-1 

 

○設計図書

に関する重

複する文言

を削除 

第 4002 条 業務内容 

（中略） 

２．工事の施工管理（除染作業業務の作業管理） 

（中略） 

9) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 

受注者は、次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確認及び調査並びに検討に必要な資料（構

造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）の作成を行い、その結果を監督員に報告又は提出する

ものとする。また、これに伴い、発注者が工事等の受注者に対し、工事等の変更指示などを行う必要

がある場合は、受注者は、監督員とその内容について調整し、変更資料及び関連する機関への説明資

料等の作成を行うものとする。 

① 工事等の設計図書                         が工事等の現場条件と

一致しないこと。 

② 工事等の設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

③ 工事等の設計図書の表示が明確でないこと。 

④ 工事等の現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際の

工事等の現場が一致しないこと。 

⑤ 工事等の設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生

じたこと。 

⑥ 工事等を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。 

（中略） 

第 4002 条 業務内容 

（中略） 

２．工事の施工管理（除染作業業務の作業管理） 

（中略） 

9) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 

受注者は、次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確認及び調査並びに検討に必要な資料（構

造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く。）の作成を行い、その結果を監督員に報告又は提出する

ものとする。また、これに伴い、発注者が工事等の受注者に対し、工事等の変更指示などを行う必要

がある場合は、受注者は、監督員とその内容について調整し、変更資料及び関連する機関への説明資

料等の作成を行うものとする。 

① 工事等の設計図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が工事等の現場条件と

一致しないこと。 

② 工事等の設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

③ 工事等の設計図書の表示が明確でないこと。 

④ 工事等の現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された施工条件と実際の

工事等の現場が一致しないこと。 

⑤ 工事等の設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生

じたこと。 

⑥ 工事等を一時中止し、又は打ち切る必要があると認められる場合。 

（中略） 
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